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○ 総 務 省 令 第    号  
電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 十 二 条 の 二 第 四 項 第 二 号 ニ 、 第 三 十 四 条 第 二 項

及 び 第 三 項 第 一 号 ロ 、 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 百 七 十 六 条 の 二 の 規 定 に 基 づ き 、 電

気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  林   芳 正  

電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

（ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る

対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な

い も の は 、 こ れ を 削 る 。

別紙３  
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改  正   後  改  正   前  
第 四 条 の 四  法 第 十 二 条 の 二 第 四 項 第 二 号 ニ の 総 務 省 令 で 定 め る 移 動 端 末 設 備 （ 以 下 「 特 定 移 動

端 末 設 備 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 無 線 通 信 を 行 う 移 動 す る 無 線 局 の 無 線 設 備 と す る 。  

第 四 条 の 四 ［ 同 上 ］  

［ 一 略 ］  ［ 一 同 上 ］  

二  無 線 設 備 規 則 第 三 条 第 十 二 号 に 規 定 す る 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割

・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム 又 は 同 条 第 十

二 号 の 二 に 規 定 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続

方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の う ち 、 同 条 第 一 号 に 規 定 す る 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無

線 局 と の 間 で 同 令 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一 項 第 一 号 ヘ に 規 定 す る キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン

技 術 を 用 い る こ と が で き る も の の 無 線 局 に よ る 無 線 通 信  

二  無 線 設 備 規 則 第 三 条 第 十 二 号 に 規 定 す る 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割

・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の う ち 、 同 号

に 規 定 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 と 他 の 接 続 方 式 を 組 み 合 わ せ た 接 続 方

式 を 用 い る こ と が 可 能 な も の の 無 線 局 に よ る 無 線 通 信  

［ ２ ・ ３  略 ］  ［ ２ ・ ３  同 上 ］  

 （ 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 ）  

第 二 十 五 条 の 七  法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。 

（ 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 で 定 め る 事 項 ）  

第 二 十 五 条 の 七  ［ 同 上 ］  

 ［ 一 ～ 三 略 ］  ［ 一 ～ 三  同 上 ］  

 四  第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 又 は 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 か ら 当 該

第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 又 は 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 用 い る 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 卸 電 気

通 信 役 務 の 提 供 を 受 け る 電 気 通 信 事 業 者 が 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 の 場 合 に あ つ

て は 、 当 該 電 気 通 信 事 業 者 （ 以 下 「 卸 先 電 気 通 信 事 業 者 」 と い う 。 ） ご と の 次 に 掲 げ る 事 項  

四 ［ 同 上 ］  

  ［ イ ～ ヲ 略 ］  ［ イ ～ ヲ  同 上 ］  

［ 一 略 ］  ［ 一 ～ 四  略 ］  

二  第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 用 い る 特 定

卸 電 気 通 信 役 務 又 は 電 気 通 信 事 業 者 の 電

気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 携 帯 電 話 若 し く

は Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス （ 電 気 通 信 事

業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 四 号 に 規 定

す る Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス で あ つ て 、

無 線 設 備 規 則 第 三 条 第 十 二 号 に 規 定 す る

時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又

は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割

多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ

ス テ ム 又 は 同 条 第 十 二 号 の 二 に 規 定 す る

シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方

式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯

域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の う ち 、 同

条 第 一 号 に 規 定 す る 携 帯 無 線 通 信 を 使 用

す る 無 線 局 と の 間 で 同 令 第 四 十 九 条 の 六

の 九 第 一 項 第 一 号 ヘ に 規 定 す る キ ャ リ ア

ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る こ と が で

き る も の を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） で あ

つ て 特 定 卸 電 気 通 信 役 務 以 外 の も の （ 通

信 モ ジ ュ ー ル （ 特 定 の 業 務 の 用 に 供 す る

通 信 に 用 途 が 限 定 さ れ て い る 利 用 者 の 電  

［ 一 ・ 二  略 ］  

［ 一 同 上 ］  ［ 一 ～ 四  同 上 ］  

二  第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 用 い る 特 定

卸 電 気 通 信 役 務 又 は 電 気 通 信 事 業 者 の 電

気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 携 帯 電 話 若 し く

は Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス （ 電 気 通 信 事

業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 四 号 に 規 定

す る Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス で あ つ て 、

無 線 設 備 規 則 第 三 条 第 十 二 号 に 規 定 す る

時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又

は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割

多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ

ス テ ム 及 び 同 条 第 十 二 号 の 二 に 規 定 す る

シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方

式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯

域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の う ち 、 同

条 第 十 二 号 及 び 第 十 二 号 の 二 に 規 定 す る

シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方

式 と 他 の 接 続 方 式 を 組 み 合 わ せ た 接 続 方

式 を 用 い る こ と が 可 能 な も の を 使 用 す る

も の に 限 る 。 ） で あ つ て 特 定 卸 電 気 通 信

役 務 以 外 の も の （ 通 信 モ ジ ュ ー ル （ 特 定

の 業 務 の 用 に 供 す る 通 信 に 用 途 が 限 定 さ

れ て い る 利 用 者 の 電 気 通 信 設 備 を い う 。  

［ 一 ・ 二  同 上 ］  
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気 通 信 設 備 を い う 。 ） 向 け に 提 供 す る も

の を 除 く 。 ）  

 

 

） 向 け に 提 供 す る も の を 除 く 。 以 下 こ の

表 に お い て 同 じ 。 ）  

 

 

 ［ 五 略 ］  ［ 五 同 上 ］  

 （ 電 気 通 信 事 業 者 間 の 適 正 な 競 争 関 係 に 及 ぼ す 影 響 が 少 な い 卸 電 気 通 信 役 務 の 範 囲 ）  

第 二 十 五 条 の 七 の 五 法 第 三 十 八 条 の 二 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 卸 電 気 通 信 役 務 は 、 電 気 通 信

事 業 者 の 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 次 に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 （ 当 該 電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る 電

気 通 信 事 業 者 が 、 そ の 利 用 者 に 対 し て 現 に 提 供 し て い な い も の を 除 く 。 ） 以 外 の も の と す る 。  

（ 電 気 通 信 事 業 者 間 の 適 正 な 競 争 関 係 に 及 ぼ す 影 響 が 少 な い 卸 電 気 通 信 役 務 の 範 囲 ）  

第 二 十 五 条 の 七 の 五 ［ 同 上 ］  

 ［ 一 略 ］   ［ 一 同 上 ］  

 二  携 帯 電 話 （ 様 式 第 四 に 規 定 す る 三 ・ 九 ― 四 世 代 移 動 通 信 シ ス テ ム を 使 用 す る も の 又 は 第 五

世 代 移 動 通 信 シ ス テ ム を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 又 は 全 国 Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス （ 電 気 通

信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 四 号 の 二 に 規 定 す る 全 国 Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス で あ つ て

、 無 線 設 備 規 則 第 三 条 第 十 二 号 に 規 定 す る 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割

・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム 又 は 同 条 第 十

二 号 の 二 に 規 定 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続

方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の う ち 、 同 条 第 一 号 に 規 定 す る 無 線 通 信 を 使 用 す る 無

線 局 と の 間 で 同 令 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一 項 第 一 号 ヘ に 規 定 す る キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン

技 術 を 用 い る こ と が で き る も の を 使 用 す る も の に 限 る 。 ）  

 二  携 帯 電 話 （ 様 式 第 四 に 規 定 す る 三 ・ 九 ― 四 世 代 移 動 通 信 シ ス テ ム を 使 用 す る も の 又 は 第 五

世 代 移 動 通 信 シ ス テ ム を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 又 は 全 国 Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス （ 電 気 通

信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 四 号 の 二 に 規 定 す る 全 国 Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス で あ つ て

、 無 線 設 備 規 則 第 三 条 第 十 二 号 に 規 定 す る 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割

・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム 及 び 同 条 第 十

二 号 の 二 に 規 定 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続

方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の う ち 、 同 条 第 十 二 号 及 び 第 十 二 号 の 二 に 規 定 す る シ

ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 と 他 の 接 続 方 式 を 組 み 合 わ せ た 接 続 方 式 を 用 い る こ

と が 可 能 な も の を 使 用 す る も の に 限 る 。 ）  

 ［ 三 略 ］   ［ 三 同 上 ］  

様式第17の４の２（第23条の９の３関係） 様式第17の４の２（第23条の９の３関係） 

１ 音声伝送交換機能及びＳＭＳ伝送交換機能の接続料原価の算出 １ 音声伝送交換機能、ＭＮＰ転送機能及びＳＭＳ伝送交換機能の接続料原価の算出 

 音 声

伝 送

役 務

に 係

る 費

用 

    

 契約数

連動費

用 

トラヒッ

ク連動費

用 

  

 接 続 料

対 象 外

費用 

接続料原価 

音声伝送交換

機能 

 

ＳＭＳ伝送交

換機能 

 

営業費       

運用費       

施設保全費       

共通費       

管理費       

試験研究費       

研究費償却       

減価償却費       

固定資産除

却費 

      

通信設備使

用料 

      

 音 声

伝 送

役 務

に 係

る 費

用 

    

 契約数

連動費

用 

トラヒッ

ク連動費

用 

  

 接 続 料

対 象 外

費用 

接続料原価 

音 声 伝

送 交 換

機能 

Ｍ Ｎ Ｐ

転 送 機

能 

Ｓ Ｍ Ｓ

伝 送 交

換機能 

営業費        

運用費        

施設保全費        

共通費        

管理費        

試験研究費        

研究費償却        

減価償却費        

固定資産除

却費 

       

通信設備使

用料 
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租税公課       

合計       
 

租税公課        

合計        
 

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機能」は同表１の項ハに掲げる機能をいう。 

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「ＭＮＰ転送機能」は同表１の項ハに掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機

能」は同表１の項ニに掲げる機能をいう。 
［２ 略］ ［２ 同左］ 

［削る］ ３ 「接続料原価」の欄に営業費を算入した値を記載した場合には、3(機能別接続料原価算入

営業費明細表)を併せて提出すること。 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

４ ［同左］ 

５ ［同左］ 

２ データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出 ２ データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出 

［表略］ ［表同左］ 

［注１～３ 略］ ［注１～３ 同左］ 

 ［削る］  ４ 「接続料原価」の欄に営業費を算入した値を記載した場合には、3(機能別接続料原価算入

営業費明細表)を併せて提出すること。 

４～10 ［略］  ５～11 ［同左］ 

［２の２・２の３ 略］ ［２の２・２の３ 同左］ 

［削る］ ３ 機能別接続料原価算入営業費明細表 

 

 

音声伝送交換

機能に算入す

る営業費の額 

データ伝送交

換機能に算入

する営業費の

額 

ＭＮＰ転送機

能に算入する

営業費の額 

ＳＭＳ伝送交

換機能に算入

する営業費の

額 

営業費 
  

  

 電気通信の啓発活

動に係るもの 
  

  

エリア整備・改善

を目的とする情報

収集に係るもの 

  

  

周波数再編の周知

に係るもの 
  

  

合計     
 

 注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「データ伝送交換機能」は同表１の項ロに掲げる機能を、「ＭＮＰ転送機

能」は同表１の項ハに掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機能」は同表１の項ニに掲げる機能

をいう。 

 ２ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項ロに掲げる機能の接続料原価

に営業費を算入する場合には、同条第２項各号に掲げる部分の接続料ごとに欄を分け、当該
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接続料ごとの欄にそれぞれの接続料原価に算入する営業費の額を記載すること。また、将来

原価方式対象機能(第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項に規定する将来原価方

式対象機能をいう。)については、２(データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算

出)及び２の２(データ伝送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出)により算定された実

績値及び三事業年度分の予測値ごとに当該欄を分けてそれぞれ記載すること。 

 ３ 第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第２項第３号に掲げる部分の接続料の原価に営

業費を算入する場合で、ＳＩＭカードの種類ごとに異なる接続料を設定する場合は、ＳＩＭ

カードの種類ごとに欄を分け、当該種類ごとの欄にそれぞれの接続料の原価に算入する営業

費の額を記載すること。 

 ４ 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条第１項の規定に基づき接続料を設定する場合

は、同項の承認を受けた第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者ごとに作成する

こと。 

３ 原価の合算 ４ 原価の合算 

［表略］ ［表同左］ 

［注１・２ 略］ ［注１・２ 同左］ 

３ 「接続料原価」の欄には、１（音声伝送交換機能及びＳＭＳ伝送交換機能の接続料原価の

算出）、２（データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出）、２の２（データ伝

送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出）又は２の３（データ伝送交換機能のＳＩＭカ

ード枚数単位接続料の原価の算出）により算出された額を記載すること。また、将来原価方

式対象機能（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項に規定する将来原価方式対象

機能をいう。）については、２及び２の２により算定された実績値及び三事業年度分の予測

値ごとに「接続料原価」及び「計」の欄を分けてそれぞれ記載すること。 

３ 「接続料原価」の欄には、１（音声伝送交換機能、ＭＮＰ転送機能及びＳＭＳ伝送交換機

能の接続料原価の算出）、２（データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の原価の算出）、

２の２（データ伝送交換機能の回線数単位接続料の原価の算出）又は２の３（データ伝送交

換機能のＳＩＭカード枚数単位接続料の原価の算出）により算出された額を記載すること。

また、将来原価方式対象機能（第二種指定電気通信設備接続料規則第13条第２項に規定する

将来原価方式対象機能をいう。）については、２及び２の２により算定された実績値及び三

事業年度分の予測値ごとに「接続料原価」及び「計」の欄を分けてそれぞれ記載すること。 

［４ 略］ ［４ 同左］ 

様式第17の４の４（第23条の９の３関係） 様式第17の４の４（第23条の９の３関係） 

［１～１の３ 略］ ［１～１の３ 同左］ 

［削る］ ２ ＭＮＰ転送機能に係る需要 

 項目 数値（単位：秒） 備考 

転送呼の通信時間   
 

 注 「ＭＮＰ転送機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項ハに掲

げる機能をいう。 

２ ＳＭＳ伝送交換機能に係る需要 ３ ＳＭＳ伝送交換機能に係る需要 

［表略］ ［表同左］ 

注 「ＳＭＳ伝送交換機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項ハ

に掲げる機能をいう。 

注 「ＳＭＳ伝送交換機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項ニ

に掲げる機能をいう。 

様式第17の４の５（第23条の９の３関係） 様式第17の４の５（第23条の９の３関係） 

［１～１の３ 略］ ［１～１の３ 同左］ 

［削る］ ２ ＭＮＰ転送機能の接続料 

  （設備等の算定上の区分） 計 

原価（単位：円）   
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利潤（単位：円）   

需要（単位：秒）   

（原価＋利潤）÷需要   

当該機能による使用回数   

接続料単価   

備考  
 

 注１ 「ＭＮＰ転送機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項ハに

掲げる機能をいう。 

２ 設備等の算定上の区分ごとに設備の利用の態様を考慮し、原価、利潤及び需要を区別して

算定を行つている場合は、当該区分ごとに、必要に応じ、設備等の算定上の区分の欄を変更

して記載すること。そのような区別を行つていない場合は、単一の区分として記載するこ

と。 

３ 設備等の算定上の区分の欄は、「（原価＋利潤）÷需要」に「当該機能による使用回数」

を乗じたものが接続料単価に一致するようにすること。 

４ 「当該機能による使用回数」の欄は、当該機能に係る役務で当該設備等の算定上の区分が

１度使用される場合は「１」と記載すること。 

５ 「計」の欄は、原価、利潤及び接続料単価のそれぞれについて、設備等の算定上の区分ご

との値を合計したものを記載すること。 

６ 注２から注５までによることが困難である場合には、その理由及び実際に行つた算定方法

に基づく算定根拠を備考欄に記載すること。 

２ ＳＭＳ伝送交換機能の接続料 ３ ［同左］ 

［表略］ ［表同左］ 

注１ 「ＳＭＳ伝送交換機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項

ハに掲げる機能をいう。 

注１ 「ＳＭＳ伝送交換機能」は、第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項

ニに掲げる機能をいう。 

 ［２～６ 略］  ［２～６ 同左］ 

３ ［略］ ４ ［同左］ 

  

様式第17の４の６（第23条の９の３関係） 様式第17の４の６（第23条の９の３関係） 

役務別指定設備帰属明細表（レートベースの正味固定資産の算定） 

事業年度 自  年  月  日 

     至  年  月  日 

役務別指定設備帰属明細表（レートベースの正味固定資産の算定） 

事業年度 自  年  月  日 

     至  年  月  日 

１ 音声伝送役務 １ 音声伝送役務 

（単位：円） （単位：円） 

 

音声伝送交換機能 ＳＭＳ伝送交換

機能 
その他 合計 

期 
首 
値  

期 
末 
値 

平 
均 
値  

期 
首 
値 

期 
末 
値 

平 
均 
値 

期 
首 
値 

期 
末 
値 

平 
均 
値 

期 
首 
値 

期 
末 
値 

平 
均 
値 

電気通信事業固定資産             

 

音声伝送交

換機能 

ＭＮＰ転送機

能 

ＳＭＳ伝送交換

機能 
その他 合計 

期 
首 
値 

期 
末 
値 

平 
均 
値 

期 
首 
値 

期 
末 
値 

平 
均 
値 

期 
首 
値 

期 
末 
値 

平 
均 
値 

期 
首 
値 

期 
末 
値 

平 
均 
値 

期 
首 
値 

期 
末 
値 

平 
均 
値 

電気通信事業固定資産                
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  有形固定資産 

（帳簿価額） 

            

  機械設備             

空中線設備             

通信衛星設備             

端末設備             

市内線路設備             

市外線路設備             

土木設備             

海底線設備             

建物             

構築物             

機械及び装置             

車両及び船舶             

工具、器具及び備品             

休止設備             

土地             

リース資産             

建設仮勘定             

有形固定資産合計             

無形固定資産             

  海底線使用権             

衛星利用権             

施設利用権             

ソフトウェア             

のれん             

特許権             

借地権             

リース資産             

その他無形固定資産             

無形固定資産合計             

電気通信事業固定資産合

計 

            

 

  有形固定資産 

（帳簿価額） 

               

  機械設備                

空中線設備                

通信衛星設備                

端末設備                

市内線路設備                

市外線路設備                

土木設備                

海底線設備                

建物                

構築物                

機械及び装置                

車両及び船舶                

工具、器具及び備品                

休止設備                

土地                

リース資産                

建設仮勘定                

有形固定資産合計                

無形固定資産                

  海底線使用権                

衛星利用権                

施設利用権                

ソフトウェア                

のれん                

特許権                

借地権                

リース資産                

その他無形固定資産                

無形固定資産合計                

電気通信事業固定資産合

計 

               

 

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機能」は同表１の項ハに掲げる機能をいう。 

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「ＭＮＰ転送機能」は同表１の項ハに掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機
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能」は同表１の項ニに掲げる機能をいう。 

［２・３ 略］ ［２・３ 同左］ 

［２ 略］ ［２ 同左］ 

様式第17の４の７（第23条の９の３関係） 様式第17の４の７（第23条の９の３関係） 

機能別運転資本計算表(レートベースの運転資本の算定) 機能別運転資本計算表(レートベースの運転資本の算定) 

 

音声伝送交換

機能に係る運

転資本の額 

デ ー タ 伝

送 交 換 機

能 に 係 る

運 転 資 本

の額 

ＳＭＳ伝送交換機能に

係る運転資本の額 

運転資本（年額）    

 接続料原価    

―）減価償却費    

―）固定資産除却費    

―）租税公課    

小計    

接続料の収納までの平均的な

期間 
  

 

運転資本（期間額）    
 

 

音声伝送交換

機能に係る運

転資本の額 

デ ー タ 伝

送 交 換 機

能 に 係 る

運 転 資 本

の額 

Ｍ Ｎ Ｐ 転

送 機 能 に

係 る 運 転

資本の額 

ＳＭＳ伝送

交換機能に

係る運転資

本の額 

運転資本（年額）     

 接続料原価     

―）減価償却費     

―）固定資産除却費     

―）租税公課     

小計     

接続料の収納までの平均的な

期間 
  

  

運転資本（期間額）     
 

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「データ伝送交換機能」は同表１の項ロに掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換

機能」は同表１の項ハに掲げる機能をいう。 

注１ 「音声伝送交換機能」は第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第１項の表１の項イに

掲げる機能を、「データ伝送交換機能」は同表１の項ロに掲げる機能を、「ＭＮＰ転送機

能」は同表１の項ハに掲げる機能を、「ＳＭＳ伝送交換機能」は同表１の項ニに掲げる機能

をいう。 

 ２ 「音声伝送交換機能に係る運転資本の額」のうち、「接続料原価」、「減価償却費」、

「固定資産除却費」及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の４の２表１（音声伝送

交換機能及びＳＭＳ伝送交換機能の接続料原価の算出）の「接続料原価」の「音声伝送交換

機能」の該当する欄の値を記載すること。 

 ２ 「音声伝送交換機能に係る運転資本の額」のうち、「接続料原価」、「減価償却費」、

「固定資産除却費」及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の４の２表１（音声伝送

交換機能、ＭＮＰ転送機能及びＳＭＳ伝送交換機能の接続料原価の算出）の「接続料原価」

の「音声伝送交換機能」の該当する欄の値を記載すること。 

［３ 略］ ［３ 同左］ 

 ［削る］  ４ 「ＭＮＰ転送機能に係る運転資本の額」のうち、「接続料原価」、「減価償却費」、「固

定資産除却費」及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の４の２表１（音声伝送交換

機能、ＭＮＰ転送機能及びＳＭＳ伝送交換機能の接続料原価の算出）の「接続料原価」の

「ＭＮＰ転送機能」の該当する欄の値を記載すること。 

 ４ 「ＳＭＳ伝送交換機能に係る運転資本の額」のうち、「接続料原価」、「減価償却費」、

「固定資産除却費」及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の４の２表１（音声伝送

交換機能及びＳＭＳ伝送交換機能の接続料原価の算出）の「接続料原価」の「ＳＭＳ伝送交

換機能」の該当する欄の値を記載すること。 

 ５ 「ＳＭＳ伝送交換機能に係る運転資本の額」のうち、「接続料原価」、「減価償却費」、

「固定資産除却費」及び「租税公課」の欄には、それぞれ様式第17の４の２表１（音声伝送

交換機能、ＭＮＰ転送機能及びＳＭＳ伝送交換機能の接続料原価の算出）の「接続料原価」

の「ＳＭＳ伝送交換機能」の該当する欄の値を記載すること。 

５ ［略］  ６ ［同左］ 

様式第20（第26条関係） 様式第20（第26条関係） 
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［略］ ［同左］ 

［表略］ ［表同左］ 

注１ 「電気通信役務の種類」には、電気通信事業法施行規則第27条第１号イ、ロ若しくはハ

又は第２号に掲げる事項を記載すること。 

注１ 「電気通信役務の種類」には、電気通信事業法施行規則第27条第１項の号の細分の別を

記載すること。 

［２ 略］ ［２ 同左］ 

備 考 表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  



 

 

1
0
頁
 

（ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。
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改  正   後  改  正   前  
（ 卸 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 す る 報 告 ）  

第 四 条 の 九 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 の 特 定 関 係 法 人 で あ る 電 気 通 信

事 業 者 で あ つ て 、 そ の 一 端 が 特 定 移 動 端 末 設 備 と 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 を 設 置 す る も の （ 第 二

種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 を 除 く 。 ） は 、 対 象 卸 電 気 通 信 役 務 （ 当 該 伝 送

路 設 備 を 用 い る 携 帯 電 話 又 は Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス （ 無 線 設 備 規 則 第 三 条 第 十 二 号 に 規 定 す

る 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方

式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム 又 は 同 条 第 十 二 号 の 二 に 規 定 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数

分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の う ち 、

同 条 第 一 号 に 規 定 す る 携 帯 無 線 通 信 を 使 用 す る 無 線 局 と の 間 で 同 令 第 四 十 九 条 の 六 の 九 第 一 項

第 一 号 ヘ に 規 定 す る キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る こ と が で き る も の を 使 用 す る も の

に 限 る 。 ） の 卸 電 気 通 信 役 務 （ 通 信 モ ジ ュ ー ル （ 特 定 の 業 務 の 用 に 供 す る 通 信 に 用 途 が 限 定 さ

れ て い る 利 用 者 の 電 気 通 信 設 備 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 向 け に 提 供 す る も の を 除 く 。 ） を い う 。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 電 気 通 信 事 業 者 （ 当 該 伝 送 路 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 の

特 定 関 係 法 人 で あ る も の （ そ の 提 供 を 受 け る 対 象 卸 電 気 通 信 役 務 に 用 い ら れ る 伝 送 路 設 備 に 接

続 さ れ る 特 定 移 動 端 末 設 備 の 数 が 五 万 未 満 の も の を 除 く 。 ） 又 は そ の 提 供 を 受 け る 対 象 卸 電 気

通 信 役 務 に 用 い ら れ る 伝 送 路 設 備 に 接 続 さ れ る 特 定 移 動 端 末 設 備 の 数 が 五 十 万 以 上 の も の に 限

る 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 卸 先 電 気 通 信 事 業 者 」 と い う 。 ） に 対 し て 提 供 す る 業 務 を 行 う と き

は 、 当 該 卸 先 電 気 通 信 事 業 者 ご と の 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 様 式 第 二 十 三 の 九 に よ り 、 当 該

事 項 に 関 す る 契 約 書 そ の 他 の 書 面 の 写 し を 添 え て 、 遅 滞 な く 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

（ 卸 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 す る 報 告 ）  

第 四 条 の 九 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 の 特 定 関 係 法 人 で あ る 電 気 通 信

事 業 者 で あ つ て 、 そ の 一 端 が 特 定 移 動 端 末 設 備 と 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 を 設 置 す る も の （ 第 二

種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 を 除 く 。 ） は 、 対 象 卸 電 気 通 信 役 務 （ 当 該 伝 送

路 設 備 を 用 い る 携 帯 電 話 又 は Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス （ 無 線 設 備 規 則 第 三 条 第 十 二 号 に 規 定 す

る 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 時 分 割 ・ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方

式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム 及 び 同 条 第 十 二 号 の 二 に 規 定 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数

分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の う ち 、

同 条 第 十 二 号 及 び 第 十 二 号 の 二 に 規 定 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 と 他 の 接

続 方 式 を 組 み 合 わ せ た 接 続 方 式 を 用 い る こ と が 可 能 な も の を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） の 卸 電 気

通 信 役 務 （ 通 信 モ ジ ュ ー ル （ 特 定 の 業 務 の 用 に 供 す る 通 信 に 用 途 が 限 定 さ れ て い る 利 用 者 の 電

気 通 信 設 備 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 向 け に 提 供 す る も の を 除 く 。 ） を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て

同 じ 。 ） を 電 気 通 信 事 業 者 （ 当 該 伝 送 路 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 の 特 定 関 係 法 人 で あ る

も の （ そ の 提 供 を 受 け る 対 象 卸 電 気 通 信 役 務 に 用 い ら れ る 伝 送 路 設 備 に 接 続 さ れ る 特 定 移 動 端

末 設 備 の 数 が 五 万 未 満 の も の を 除 く 。 ） 又 は そ の 提 供 を 受 け る 対 象 卸 電 気 通 信 役 務 に 用 い ら れ

る 伝 送 路 設 備 に 接 続 さ れ る 特 定 移 動 端 末 設 備 の 数 が 五 十 万 以 上 の も の に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お

い て 「 卸 先 電 気 通 信 事 業 者 」 と い う 。 ） に 対 し て 提 供 す る 業 務 を 行 う と き は 、 当 該 卸 先 電 気 通

信 事 業 者 ご と の 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 様 式 第 二 十 三 の 九 に よ り 、 当 該 事 項 に 関 す る 契 約 書

そ の 他 の 書 面 の 写 し を 添 え て 、 遅 滞 な く 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

［ 一 ～ 十 四 略 ］  ［ 一 ～ 十 四 同 上 ］  

［ ２ ～ ７  略 ］  ［ ２ ～ ７  同 上 ］  

備 考 表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  
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（ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 総 務 省 令 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正

後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応

し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は

、 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め る 。
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改  正   後  改  正   前  
第 四 条 法 定 機 能 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 及 び 下 欄 に

掲 げ る と お り と す る 。  

第 四 条 ［ 同 上 ］  

 
区 分  機 能 の 区

分 

内 容  

一 次 項 に 掲

げ る 場 合 以

外 の 場 合  
［ 略 ］  ［ 略 ］  

［ 略 ］  ［ 略 ］  
ハ シ ョ

ー ト メ

ッ セ ー

ジ 伝 送

交 換 機

能 

 

 

 

 

 

特 定 移 動 端 末 設 備 間 に お い て 電 気 通 信 番 号 を 使 用 し て 行

わ れ る 文 字 の 伝 送 交 換 を 行 う 機 能 

［ 二 同 上 ］  
 

区 分  機 能 の 区

分 

内 容  

一 ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］  

ハ 番 号

ポ ー タ

ビ リ テ

ィ 転 送

機 能  

番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ に よ り 、 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 受 け

る 電 気 通 信 事 業 者 を 変 更 し た 利 用 者 に 係 る 特 定 移 動 端 末

設 備 へ 着 信 す る 通 信 を 第 二 種 指 定 中 継 交 換 機 を 介 し て 他

事 業 者 と の 相 互 接 続 点 に 転 送 す る 機 能  

ニ シ ョ

ー ト メ

ッ セ ー

ジ 伝 送

交 換 機

能 

特 定 移 動 端 末 設 備 間 に お い て 電 気 通 信 番 号 を 使 用 し て 行

わ れ る 文 字 の 伝 送 交 換 を 行 う 機 能 

［ 二 同 上 ］  
 

［ ２ 略 ］  ［ ２ 同 上 ］  

 

第 十 四 条  削 除  

（ 番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ 転 送 機 能 の 接 続 料 ）  

第 十 四 条  第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ハ に 掲 げ る 機 能 の 接 続 料 は 、 通 信 時 間 を 単 位 と し て 、 実 績 原

価 方 式 に 基 づ き 設 定 す る も の と す る 。  

（ シ ョ ー ト メ ッ セ ー ジ 伝 送 交 換 機 能 の 接 続 料 ）  

第 十 五 条  第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ハ に 掲 げ る 機 能 の 接 続 料 は 、 通 信 回 数 を 単 位 と し て 、 実 績 原

価 方 式 に 基 づ き 算 定 す る も の と す る 。  

（ シ ョ ー ト メ ッ セ ー ジ 伝 送 交 換 機 能 の 接 続 料 ）  

第 十 五 条  第 四 条 第 一 項 の 表 一 の 項 ニ に 掲 げ る 機 能 の 接 続 料 は 、 通 信 回 数 を 単 位 と し て 、 実 績 原

価 方 式 に 基 づ き 算 定 す る も の と す る 。  

備 考 表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  
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   附  則  
こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


